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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第110期

第１四半期連結
累計期間

第111期
第１四半期連結

累計期間
第110期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （百万円） 9,162 7,603 41,758

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 941 △148 2,646

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 711 78 2,362

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,041 105 3,347

純資産額 （百万円） 34,872 34,923 36,666

総資産額 （百万円） 56,673 53,560 55,818

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 74.82 8.55 251.26

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 61.5 65.2 65.7

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

４．当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりま

す。第109期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定して

おります。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な

経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）財政状態及び経営成績の状況

 　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）の連結業績は、物流システム事

業における案件の一時的な工期の後ずれや、機械・プラント事業における厳しい事業環境の継続などが影響し、

売上高は76億３百万円（前年同四半期比17.0％減）、営業損失４億17百万円（前年同四半期は営業利益７億28百

万円）、経常損失１億48百万円（前年同四半期は経常利益９億41百万円）となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益は78百万円（前年同四半期比88.9％減）となりました。

セグメントの経営成績は次の通りであります。

 ①　物流システム事業

　主にネット通販向けのケース自動保管システム「マルチシャトル」を組み込んだ庫内搬送設備案件や製造業

向け搬送設備案件を中心に売上計上されましたが、対前年同四半期比では、工期の後ずれによる一過性の減収

や、一部の案件での採算悪化、また物流事業の更なる拡大のための、人員リソース強化に伴うコスト増などに

より、減収・減益となりました。

　この結果、当事業の売上高は42億72百万円（前年同四半期比10.2％減）、営業損失は１億83百万円(前年同

四半期は営業利益２億16百万円)となりました

 ②　機械・プラント事業

低調な受注環境が継続する中、海外で若干の中小規模案件の受注を獲得するも、全般的には厳しい事業状況

に変化はなく、当事業の売上高は17億46百万円（前年同四半期比44.0％減）、営業損失は４億49百万円（前年

同四半期は営業利益４億27百万円）となりました。

 ③　その他

 　上記に属さないその他の事業は、それぞれの事業特性に応じ業績の向上に注力した結果、売上高は15億84百

万円（前年同四半期比23.3％増）、営業利益は３億25百万円（同61.1％増）となりました。

(2）財政状態の分析

　　（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は273億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億27百万円

減少しました。これは主に現金及び預金が27億20百万円減少したことによるものです。固定資産は262億23百万円

となり、前連結会計年度末に比べ４億69百万円増加しました。これは主に投資有価証券が１億57百万円、建設仮勘

定が１億51百万円それぞれ増加したことによるものです。

この結果、総資産は535億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億57百万円減少しました。

　　（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は123億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億61百万

円減少しました。これは主に賞与引当金が２億42百万円、未払費用が１億87百万円それぞれ減少したことによる

ものです。固定負債は63億０百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少しました。これは主に繰

延税金負債が１億65百万円減少したことによるものです。

この結果、負債合計は186億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億14百万円減少しました。

　　（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は349億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億42百万

円減少しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益78百万円、剰余金の配当９億30百万円、自己株式

の取得９億18百万円によるものです。

この結果、自己資本比率は65.2％（前連結会計年度末は65.7％）となりました。

(3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

(5）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、136百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成30年５月11日開催の取締役会において、平成31年４月１日を効力発生日として、当社の完全子会社で

あるトーヨーカネツソリューションズ株式会社を吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結しました。

(1）合併の目的

当社は、グループの主要事業である機械・プラント事業及び物流システム事業における知的財産の共有、人的リ

ソースの適正配置及び共有資産の有効活用などを通じて、グループ全体の企業価値の更なる向上を図るため、トー

ヨーカネツソリューションズ株式会社を吸収合併することとしました。

(2）合併の方法

　　当社を存続会社、トーヨーカネツソリューションズ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

(3）合併期日

　　平成31年４月１日（予定）

(4）合併に際して発行する株式及び割当

　　本合併による株式その他の金銭等の割当はありません。

(5）当社は、合併の効力発生日において、トーヨーカネツソリューションズ株式会社の資産・負債及びその他一切

の権利義務を引継ぎます。

(6）吸収合併存続会社となる会社の概要

商号　　　　トーヨーカネツ株式会社

資本金の額　18,580百万円

事業内容　　各種貯蔵タンクの製造、販売

　　　　　　物流システム機器の製造、販売及びメンテナンス
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 29,700,000

計 29,700,000

 
②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,323,074 同左
    ㈱東京証券取引所

　  市場第一部

  単元株式数

　　　100株

計 9,323,074 同左 － －
 
（注）平成30年５月11日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、

平成30年５月25日に自己株式380,000株の消却を実施しております。

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成30年５月25日

（注）
△380,000 9,323,074 － 18,580 － 1,102

（注）自己株式の消却による減少であります。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    401,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式  9,226,900 92,269 －

単元未満株式 普通株式     75,174 － －

発行済株式総数 9,703,074 － －

総株主の議決権 － 92,269 －

（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株（議決権の数12個）含まれて

おります。

　　　２.当第１四半期会計期間に自己株式の消却を実施したことにより、当第１四半期会計期間末の発行済株式総数

は、9,323,074株となっております。

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

トーヨーカネツ

株式会社

東京都江東区南砂

二丁目11番１号
401,000 － 401,000 4.13

計 － 401,000 － 401,000 4.13

（注）当第１四半期会計期間に自己株式の取得及び消却を実施したことにより、当第１四半期会計期間末の所有株式数

は、261,600株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は2.81％となっております。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,421 9,701

受取手形及び売掛金 ※ 9,387 ※ 8,659

リース投資資産 1,781 1,787

有価証券 500 500

商品及び製品 40 38

仕掛品 3,819 4,204

原材料及び貯蔵品 1,640 1,721

その他 494 732

貸倒引当金 △21 △7

流動資産合計 30,064 27,337

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,457 3,479

機械装置及び運搬具（純額） 1,152 1,100

工具、器具及び備品（純額） 282 332

土地 10,707 10,764

建設仮勘定 110 261

その他（純額） 0 1

有形固定資産合計 15,710 15,939

無形固定資産 368 414

投資その他の資産   

投資有価証券 8,730 8,888

繰延税金資産 58 68

退職給付に係る資産 398 367

その他 778 837

貸倒引当金 △292 △293

投資その他の資産合計 9,674 9,868

固定資産合計 25,753 26,223

資産合計 55,818 53,560
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 2,033 ※ 1,876

短期借入金 4,604 4,629

1年内返済予定の長期借入金 15 －

未払費用 3,380 3,192

未払法人税等 316 130

前受金 417 882

賞与引当金 242 －

受注損失引当金 183 279

完成工事補償引当金 580 594

その他 924 751

流動負債合計 12,698 12,336

固定負債   

長期借入金 3,080 3,165

繰延税金負債 1,591 1,425

再評価に係る繰延税金負債 1,107 1,107

退職給付に係る負債 325 329

資産除去債務 321 244

その他 27 27

固定負債合計 6,453 6,300

負債合計 19,151 18,637

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,580 18,580

資本剰余金 1,273 1,273

利益剰余金 15,750 13,575

自己株式 △1,397 △991

株主資本合計 34,207 32,436

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,995 3,104

土地再評価差額金 133 133

為替換算調整勘定 △676 △753

退職給付に係る調整累計額 5 0

その他の包括利益累計額合計 2,458 2,485

非支配株主持分 0 0

純資産合計 36,666 34,923

負債純資産合計 55,818 53,560
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 9,162 7,603

売上原価 7,095 6,681

売上総利益 2,067 921

販売費及び一般管理費 1,338 1,339

営業利益又は営業損失（△） 728 △417

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 176 205

為替差益 7 23

その他 44 56

営業外収益合計 231 288

営業外費用   

支払利息 8 11

その他 9 7

営業外費用合計 18 18

経常利益又は経常損失（△） 941 △148

特別利益   

負ののれん発生益 － 87

その他 0 －

特別利益合計 0 87

特別損失   

固定資産売却損 － 1

その他 1 0

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
940 △61

法人税、住民税及び事業税 239 84

法人税等調整額 △10 △224

法人税等合計 229 △140

四半期純利益 711 78

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 711 78

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 378 108

繰延ヘッジ損益 19 －

為替換算調整勘定 △56 △76

退職給付に係る調整額 △10 △4

その他の包括利益合計 330 27

四半期包括利益 1,041 105

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,041 105
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　 該当事項はありません。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は

固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第１四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、

次の通りであります。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 143百万円 90百万円

支払手形 103 86
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次の通りでありま

す。

前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

減価償却費 184百万円  289百万円
 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,150 利益剰余金 12 平成29年３月31日 平成29年６月30日

２．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得及び消却）

 平成29年５月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得等により、当第１四半期連結累計期間にお

いて自己株式が500百万円増加しました。

また、平成29年５月12日開催の取締役会決議に基づき、平成29年５月25日に自己株式の消却を行ったた

め、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ1,939百万円減少しました。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成30年６月28日

定時株主総会
普通株式 930 利益剰余金 100 平成30年３月31日 平成30年６月29日

 

２．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得及び消却）

 平成30年５月11日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得等により、当第１四半期連結累計期間にお

いて自己株式が918百万円増加しました。

また、平成30年５月11日開催の取締役会決議に基づき、平成30年５月25日に自己株式の消却を行ったた

め、当第１四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ1,323百万円減少しました。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日 至平成29年６月30日）

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

調整額 合計
 

物流システム
事業

機械・プラン
ト事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 4,756 3,120 7,877 1,285 － 9,162

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 162 △162 －

計 4,756 3,120 7,877 1,448 △162 9,162

セグメント利益 216 427 644 202 △117 728

（注）「その他」の区分は、建築請負、産業用設備・機器の製造・販売、不動産賃貸、リース業等を含んでおりま

す。
 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益 金額（百万円）

報告セグメント計 644

「その他」の区分の利益 202

全社費用（注） △119

その他の調整額 1

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益 728

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

トーヨーカネツ株式会社(E01572)

四半期報告書

12/16



Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成30年４月１日 至平成30年６月30日）

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

調整額 合計
 

物流システム
事業

機械・プラン
ト事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 4,272 1,746 6,019 1,584 － 7,603

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － 185 △185 －

計 4,272 1,746 6,019 1,770 △185 7,603

セグメント利益又は

損失（△）
△183 △449 △633 325 △110 △417

（注）「その他」の区分は、建築請負、産業用設備・機器の製造・販売、不動産賃貸、リース業等を含んでおりま

す。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益又は損失 金額（百万円）

報告セグメント計 △633

「その他」の区分の利益 325

全社費用（注） △110

その他の調整額 －

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業損失

（△）
△417

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　当第１四半期連結会計期間において、環境リサーチ株式会社を子会社としたことに伴い、負ののれん発生益87

百万円を特別利益に計上しております。

　なお、当該負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るものではなく、「その他」の区分で認識しており

ます。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 74円82銭 8円55銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
711 78

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
711 78

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,504 9,212

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりま

す。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定してお

ります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月９日

トーヨーカネツ株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　隆之　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 野口　哲生　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 三島　　陽　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトーヨーカネツ

株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年４月１日か

ら平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トーヨーカネツ株式会社及び連結子会社の平成30年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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